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大町町告示第　　号

　大町町に住民登録している下記の者について、住民基本台帳法第34条第2項の規定による調査の結果、居住していないことを確認したため、同法第8条及び同法施行令第12条第1項の規定により、住民票を　　　年　　月　　日に消除(修正)したので、同条第4項後段の規定により公示する。

　　　　　年　　月　　日
大町町長　　　　　　　　　　印　　

記
	住所
	氏名
	生年月日
	性別
	備考

	佐賀県杵島郡大町町大字
　　番地
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


処分の理由



(教示)
　1　この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して異議申立てをすることができます。
　2　この決定に対する取消しの訴えは、この決定の通知を受けた日から6箇月以内に町を被告として(訴訟において町を代表する者は実施機関となります。)、提起しなければなりません(なお、この決定の通知を受けた日から6箇月以内であっても、決定の日から1年を経過すると、この決定に対する取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、前項の規定による異議申立てをした場合の決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日から6箇月以内に提起しなければならないこととされています。
